
 

 

公      示 
 

 

 

タクシー業務適正化特別措置法施行規則第３条の２第１項及び

第１４条の２に規定する講習の認定要領等について 

 

 

 

制  定  平成２０年６月１３日  九運公第２０号   

 一部改正  平成２７年７月２４日  九運公第１６号  

       一部改正  令和 ６年３月 １日     九運公第１４４号

  

タクシー業務適正化特別措置法施行規則（昭和４５年運輸省令第６６

号）第３条の２第１項及び第１４条の２に規定する地方運輸局長が認定

する講習の認定要領等を別紙のとおり定めたので公示する。 

 

平成２０年６月１３日 

 

九州運輸局長 大黒 伊勢夫 

 


















